
（様式第７号）（第 18第２項） 

業 務 等 質 問 書 

提出日：令和８年３月11日 

発注機関名 健康福祉政策課 公  告  日 令和８年３月２日 

業  務  名 

業務箇所名 
長野県社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業実施業務 

質 問 内 容 ① 昨年の実施実績で１件当たり審査にかかる時間はどのくらいでしょうか 

② 昨年の実施実績で問合せ（コール）の件数はどのくらいでしょうか 

時期（月）による物量の波動も教えていただければ助かります 

③ 昨年の実施実績で申請および審査後の支払い案件件数はそれぞれ何件あり

ましたでしょうか 

④ 支払い業務は県庁様にて実施されるとの認識ですが いつから支払い業務に

着手されますでしょうか 

 

回答日：令和８年３月13日 

回 答 ① 前回事業（申請受付期間：令和５年12月18日～令和６年２月９日）は、外部

への委託を行わず、県職員で審査を行っております。１件当たりの一次審査

にかかった時間は、平均22時間です。（交付申請、実績報告、交付請求の審

査の合計） 

② 前回事業（申請受付期間：令和５年12月18日～令和６年２月９日）の問合せ

件数は集計していないため、具体的な数値を保有しておりません。 

なお、問合せは、申請受付時と実績報告書提出時が多く、申請受付終了前の

８～９月、実績報告書受付終了前の12～１月に多くなることが予想されます。 

また、交付申請や実績報告の提出につきましても、前回事業（申請受付期間：

令和５年12月18日～令和６年２月９日）の状況を踏まえると、問合せと同様

に、申請受付終了前の８～９月、実績報告書受付終了前の12～１月に多くな

ることが予想されます。 

③ 前回事業（申請受付期間：令和５年12月18日～令和６年２月９日）の申請件

数は132件、支払い件数は130件です。 

④ 交付請求書の提出があったものから順次審査を行い、審査完了後順次支払い

を行う予定です。 

前回事業（申請受付期間：令和５年12月18日～令和６年２月９日）の状況を

踏まえると、６月中旬から受付を開始した場合、最短で９月中旬から支払い

を行う可能性があります。 

 


